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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月13日(2015.10.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯用分析装置であって、
複数の分析補助手段（２２）を備えるテストテープ（２０）を含む、交換可能なテストテ
ープカセット（１８）と、
前記分析補助手段（２２）の連続的な供給のために前記テストテープカセット（１８）に
連結可能なＤＣモータ（３０）および伝動装置（３４、３６）を備えるテープ駆動部（１
４）と、
前記ＤＣモータ（３０）の回転速度の制御のための制御装置（１６）と
を備え、
前記制御装置（１６）が、モータ駆動シャフト（３２）の実回転速度を記録するために、
前記ＤＣモータ（３０）上に配置される回転式ピックアップ（３８）を備えることを特徴
とする携帯用分析装置。
【請求項２】
前記携帯用分析装置が、血糖検査用であることを特徴とする請求項１記載の携帯用分析装
置。
【請求項３】
前記回転式ピックアップ（３８）が、前記回転速度に比例する電気パルスレートを出力信
号として生成する間に、前記モータ駆動シャフト（３２）の回転を光学的にサンプリング
する電気工学エンコーダ（４０）を備えることを特徴とする請求項１または２記載の携帯
用分析装置。
【請求項４】
前記回転式ピックアップ（３８）が、前記モータ駆動シャフト（３２）上に回転不能に設
置される遮断装置（４２）と、前記携帯用分析装置に固定され、前記遮断装置（４２）と
相互作用する光バリア（４４）とを備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項
に記載の携帯用分析装置。
【請求項５】
前記遮断装置（４２）が、羽根付ホイールまたは有孔円盤であることを特徴とする請求項
４記載の携帯用分析装置。
【請求項６】
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前記光バリヤ（４４）が、フォークライトバリアであることを特徴とする請求項４または
５記載の携帯用分析装置。
【請求項７】
タイムクロックパルスを生成するために形成されるクロック生成器（６２）と、前記回転
式ピックアップ（３８）の出力信号（５８）の２つの信号エッジの間で、タイムクロック
パルスを計数するカウンター（６４）とにより特徴付けられる請求項１～６のいずれか１
項に記載の携帯用分析装置。
【請求項８】
前記制御装置（１６）が、前記実回転速度と、制御変数として特定される設定点回転速度
との制御差を形成するためのコンパレータ（４６）を備えることを特徴とする請求項１～
７のいずれか１項に記載の携帯用分析装置。
【請求項９】
前記制御装置（１６）が、設定点回転速度を閉制御ループで調整するための、入力側にお
いて制御差を適用可能な制御プロセッサ（５０）を備えることを特徴とする請求項１～８
のいずれか１項に記載の携帯用分析装置。
【請求項１０】
前記制御プロセッサ（５０）が、ソフトウェアルーチンにより形成される比例制御要素お
よび積分制御要素（５２、５４）を備えることを特徴とする請求項９記載の携帯用分析装
置。
【請求項１１】
前記制御装置（１６）が、作動要素（５６）として、パルス幅が変調されたＤＣ電圧を用
いて、前記ＤＣモータ（３０）を駆動させるためのパルス幅変調器を備えることを特徴と
する請求項１～１０のいずれか１項に記載の携帯用分析装置。
【請求項１２】
前記制御装置（１６）が、０．１～０．２５秒の範囲にある調整時間で、１５±２ｍｍ／
秒の前記テストテープ（２０）のテープ速度を達成するために構成されることを特徴とす
る請求項１～１１のいずれか１項に記載の携帯用分析装置。
【請求項１３】
前記制御装置（１６）が、前記分析補助手段（２２）のそれぞれの供給に関する一定の供
給時間にしたがって、最新の設定点回転速度を定めるための設定点値生成器（６６）を備
えることを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載の携帯用分析装置。
【請求項１４】
前記ＤＣモータ（３０）の設定点回転速度の値が、連続して番号を付された分析補助手段
の検査番号にそれぞれ割り当てられている、設定点値テーブルを記憶するための設定点値
メモリ（７０）により特徴付けられる請求項１～１３のいずれか１項に記載の携帯用分析
装置。
【請求項１５】
前記テストテープカセット（１８）が、最新で供給されるべき前記分析補助手段（２２）
の検査番号の使用に応じた保管のための保管手段（６８）を備えることを特徴とする請求
項１～１４のいずれか１項に記載の携帯用分析装置。
【請求項１６】
前記保管手段（６８）が、ＲＦＩＤチップとして形成されることを特徴とする請求項１５
記載の携帯用分析装置。
【請求項１７】
前記分析補助手段（２２）が、環境から保護されているストックスプール（２６）からテ
ープの搬送によって引き出され、塗布部位（２４）で供給され得ることを特徴とする請求
項１～１６のいずれか１項に記載の携帯用分析装置。
【請求項１８】
複数の分析補助手段（２２）を備えるテストテープ（２０）が、携帯用分析装置において
交換可能なテストテープカセット（１８）の形態で用いられ、前記分析補助手段（２２）
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が、テープ駆動部（１４）によって連続して供給され、前記テープ駆動部（１４）のＤＣ
モータ（３０）の回転速度が、制御装置（１６）によって制御されている携帯用分析装置
を操作する方法であって、モータ駆動シャフト（３２）の実回転速度が、前記ＤＣモータ
（３０）上に配置された、前記制御装置（１６）の回転式ピックアップ（３８）によって
記録されることを特徴とする方法。
【請求項１９】
前記携帯用分析装置が、請求項１～１７のいずれか１項に記載の携帯用分析装置であるこ
とを特徴とする請求項１８記載の方法。
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